
都幾川村・玉川村合併協議会規約に関する協議書 
 
 都幾川村・玉川村合併協議会（以下「協議会」という。）規約（以下「規

約」という。）第５条第４号、第６条第１項、第７条第２項に規定する内

容については、次のとおりとする。 
１ 学識経験を有する者 
 規約第５条第４号に規定する学識経験を有する者は、次のとおりとする。 

区    分 分 野 人    数  計 
都幾川村長、玉川村長がそ

れぞれ指名する学識経験を

有する者 

区 長 会 
農 林 業 
商 工  会 
青  年 
福  祉 
教育など 

左記の各分野から、各

村４人ずつ 
 ８人 
 

埼玉県職員 １人 １人 
合     計  ９人 

２ 会長及び副会長 
 規約第６条第１項に規定する会長及び副会長は、次のとおりとする。 
（１）会長は、玉川村長とする。 
（２）副会長は、都幾川村長とする。 
３ 監事 
 規約第７条第１項に規定する監事は、同条第２項により次のとおり選任 
する。 
  都幾川村代表監査委員 
  玉川村代表監査委員 
４ 事務局職員 
 規約第１１条に規定する協議会の事務に従事する職員（以下「職員」と

いう。）は、専任とし、次のとおりとする。 
 町村名 職 員 の 職 及 び 人 数 
 都幾川村     課長級、係長級、主任級    ３人 

玉川村    係長級、主事級    ２人 
合   計    ５人 

５ 内容の変更 
 この協議書に定める内容を変更する場合は、別に変更協議書を取り交わ 
す。 



６ 定めのない事項 
この協議書に定めるもののほか、必要な事項は、都幾川村及び玉川村（以

下「２村」という。）の長が協議して定める。 
７ 協議の発効 
 この協議は、平成１６年１１月１日から効力を発する。 
８ 協議の失効 
 この協議は、協議会を廃止した時、その効力を失う。 
 
 この協議の成立を証するため、本書２通を作成し、２村の長が記名押印

のうえ、それぞれ１通を保有する。 
 

平成１６年１１月１日 
             
             埼玉県比企郡都幾川村大字桃木３２番地 
              都幾川村 
              都幾川村長  大 澤   堯 
 
 
             埼玉県比企郡玉川村大字玉川２４９０番地 

 
  印  

              玉川村 
              玉川村長   関 口 定 男  

  印   
 


